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調理師名簿訂正及び調理師免許証書換え交付に必要な書類 
 

(1)  名簿訂正・書換え交付申請書  
(2)  戸籍抄本又は戸籍謄本・・・６か月以内のもの  
(3)  旧免許証  
(4)  収入証紙・・・３，２００円  

  
 調理師法施行令  
（名簿の訂正）  
第 11 条  調理師は、本籍地都道府県名（日本の国籍を有しないものについてはその国籍）氏名、生年月日及び性別に変更が生じたと 
 きは、30 日以内に名簿の訂正を申請しなければならない。  
２  前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければな 
 らない。  
  （免許証の書換交付）  
第 13 条  調理師は、調理師免許証（以下免許証）の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。  
２  前項の申請をするときには、申請書に免許証を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。 
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